
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
移動物体を制限的に減速するための効果的な圧縮傾斜強度を特徴とする拘束材の一部分の
製造方法であって、
（ａ）セメントと水のスラリーを作るステップと、
（ｂ）前記スラリーが、華氏８９度（摂氏３１．７度）を越えないスラリー温度に達する
水和関連温度上昇を受けることを許すステップと、
（ｃ）水と発泡剤から泡を作るステップと、
（ｄ）前記スラリーと前記泡を混合して多孔性コンクリートを作るステップと、
（ｅ）前記多孔性コンクリートの一部分を前記一部材部分の形状を表す型に置くステップ
と、
（ｆ）前記多孔質コンクリートを管理された蒸発状態のもとで養生させ、移動物体を減速
するのに適切な自己支持三次元形状の拘束剤の一部材部分をもたらすステップと、を有す
ることを特徴とする拘束材の一部材部分の製造方法。
【請求項２】
ステップ（ａ）が、前記スラリーを高度なせん断攪拌を起こす流れに投入するステップを
含むことを特徴とする請求の範囲１記載の方法。
【請求項３】
ステップ（ａ）において、前記スラリーは０．５：１から０．６：１の比率範囲内の水と
セメントから作られることを特徴とする請求の範囲１または２記載の方法。
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【請求項４】
ステップ（ｂ）において、前記スラリーは華氏５度（摂氏－１５度）から華氏１２度（摂
氏－１１．１度）の範囲内の水和関連温度上昇を受けることを特徴とする請求の範囲１，
２または３記載の方法。
【請求項５】
ステップ（ｄ）において、前記多孔性コンクリートは１４ｐｃｆ（２２４．５ｋｇ／ｍ 3

）から２３ｐｃｆ（３６８．８ｋｇ／ｍ 3）の範囲内の水分密度を有することを特徴とす
る請求の範囲１，２，３または４記載の方法。
【請求項６】
ステップ（ｆ）において、養生した前記多孔性コンクリートは１２ｐｃｆ（１９２．４ｋ
ｇ／ｍ 3）から２２ｐｃｆ（３５２．７ｋｇ／ｍ 3）の範囲の乾燥密度を有することを特徴
とする請求の範囲１，２，３，４または５記載の方法。
【請求項７】
前記型内に、前記多孔性コンクリートが養生後に有するよりも高い密度の素材の層を含め
るステップをさらに含み、ブロック厚さの８０％の進入深さまでの前記ブロックの圧縮破
壊を妨げないようにこの層が配置されることを特徴とする請求の範囲１，２，３，４，５
または６記載の方法。
【請求項８】
前記型内に、ブロック厚さの８０％の進入深さまでの前記ブロックの圧縮破壊を妨げない
ように配置される補強部材を一つ以上さらに含めるステップを含むことを特徴とする請求
の範囲１，２，３，４，５または６記載の方法。
【請求項９】
請求項１に記載の拘束材の一部分の製造方法により製造された乗物 。
【請求項１０】
前記 は、１２ｐｃｆ（１９２．４ｋｇ／ｍ 3）から２２ｐｃｆ（３５
２．７ｋｇ／ｍ 3）の範囲の乾燥密度を有することを特徴とする請求の範囲９記載の乗物

。
【請求項１１】
前記 は、前記 の進入深さにわたって平均すると公
称７０ｐｓｉに相当する６０／８０の圧縮傾斜強度を有することを特徴とする請求の範囲
９または１０記載の乗物 。
【請求項１２】
前記 は、前記 の進入深さにわたって平均すると公
称９０ｐｓｉに相当する８０／１００の圧縮傾斜強度を有することを特徴とする請求の範
囲９または１０記載の乗物 。
【請求項１３】
前記 は、前記泡と混合する前に華氏６度（摂氏－１４．４度）から華
氏８度（摂氏－１３．３度）の範囲内の水和関連温度上昇を受けたスラリーを使用して作
られることを特徴とする請求の範囲９，１０，１１または１２記載の乗物
。
【請求項１４】
前記 は、前記泡と混合する前に華氏８９度（摂氏３１．７度）を越え
ない温度に達する水和関連温度上昇を受けたスラリーを使用して作られることを特徴とす
る請求の範囲９，１０，１１，１２または１３記載の乗物 。
【請求項１５】
前記 は、第１圧縮傾斜強度を有する多孔質コンクリートの第１層と、
それよりも高度な圧縮傾斜強度を有する多孔質コンクリートの第２層を有することを特徴
とする請求の範囲９，１０，１１，１２，１３または１４記載の乗物 。
【請求項１６】
前記 は、この の取り扱いを容易にするための横方
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向スロットを少なくとも２個有することを特徴とする請求の範囲９，１０，１１，１２，
１３，１４または１５記載の乗物 。
【請求項１７】
前記 は、前記 の構造的安定性を高めるためにさら
に高強度の素材の層を含み、 厚さの８０％の進入深さまでの前記

の圧縮破壊を妨げないようにこの層が配置されることを特徴とする請求
の範囲９，１０，１１，１２，１３，１４，１５または１６記載の乗物 。
【請求項１８】
前記 は、前記 に埋め込まれる補強部材を一つ以上
含み、 厚さの８０％の進入深さまでの前記 の圧
縮破壊を妨げないようにこの補強部材が配置されることを特徴とする請求の範囲９，１０
，１１，１２，１３，１４，１５，１６または１７記載の乗物 。
【発明の詳細な説明】
本発明は物体の運動を減速させることに係わり、さらに詳しく言えば、滑走路の末端から
はみ出す航空機を安全に減速させるための拘束路盤（ arresting bed）システムに用いる
のに適した多孔性コンクリート（ cellular concrete）製ユニツトに係わる。
発明の背景
航空機の滑走路末端からのオーバーランは起こりうることであり、また実際に起こってお
り、乗客への怪我や航空機の破壊または著しい損傷をもたらす可能性がある。このような
オーバーランは、８０ノット までの速度で走行中の航空機におい
て、離陸中断時または着陸中に起きている。オーバーランの危険を最小限にするために、
連邦航空局（ＦＡＡ）は、一般の滑走路の末端を越えて長さ１，０００フィート

の安全地帯を有することを必要条件としている。この安全地帯は、現在連邦航空
局の基準ではあるが、国中の多くの滑走路はこの採用前に建設されており、水域や、道路
や、その他の障害物のために１，０００フィート オーバーラン条件にし
たがうことは経済的に無理であるようなところに立地している。
滑走路を越えた範囲の既存の土壌表面を含むいくつかの物質が航空機を減速させることが
できるとして評価されてきた。土壌の表面はその性質が予測し難いために、拘束能力が非
常に予測し難い。例えば、非常に乾燥した土は固くてほとんど嵌まり込むことは無いが、
湿った土では航空機をたちまち泥にめり込ませてしまい、着陸装置を破損して、乗客乗員
の負傷および航空機の多大な損傷の可能性がある。
１９９８年の報告書には、ＪＦＫ国際空港滑走路用の発泡プラスティック製拘束機開発の
実現性についてのニューヨークおよびニュージャージー空港当局による調査が取り扱われ
ている。同報告書では、そのような拘束機の設計は実現可能であり、８０ノット

迄の出口速度で滑走路をオーバーランする１００，０００ポンド
の航空機、および６０ノット 迄の出口速度で滑走路をオー

バーランする８２０，０００ポンド の航空機を安全に止めることができ
るであろうとの分析結果が述べられている。同報告書では、適切な発泡プラスティックの
拘束機の構造上の性能は、「特にブレーキがきかず、逆推進が利用できない場合は、１，
０００フィート の舗装したオーバーラン地帯よりも優れている」可能性
を秘めているというように説明されている。よく知られているように、ブレーキの効きは
、濡れたり凍結した路面状況のもとでは制限されてしまうおそれがある。（デイトン大学
報告書ＵＤＲ－ＴＲ－８８－０７、１９９８年１月）
さらに最近では、航空機拘束装置が、ラレットらに付与された米国特許第５，１９３，７
６４号に述べられている。同特許の開示内容によると、航空機拘束地帯は、硬質で脆い耐
火性フェノール樹脂フォームの薄層を互いに積み重ねて複数接着し、フォームの最下層が
支持面に接着された状態で構成されている。積み重なった層は、硬質発泡プラスチックフ
ォームにおける組み合された層の圧縮抵抗が、滑走路から拘束地帯への進入時に拘束され
るよう期待されるどんな航空機の着陸装置で加わる力よりも小さくなるようにされていて
、当該フォームは航空機に接触すると壊れるようになっている。適切な素材はラテックス
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接着剤などのような親和性の接着剤とともに用いられるフェノールフォームである。
フェノールフォームを主にした拘束装置の試験は、このような装置が航空機を停止させる
よう機能することは可能であるが、フォーム素材の使用には不利益があるということを表
している。主な不利益は、フォームは、その特質にもよるが、一般に弾性反発特性を示す
ということである。したがって、フェノール樹脂フォーム製拘束路盤試験において、フォ
ーム素材自体の弾性反発のために、フォーム素材を通過するときに航空機の車輪に幾分前
方の推力が与えられることが注目された。
拘束路盤装置に使用する素材として、泡または多孔性コンクリートが先行技術において提
案され、限定的な現場試験が行われている。そのような試験は、多孔性コンクリートがフ
ェノールフォームと同じ利点を多く提供する一方でフェノールフォームの不利益のいくつ
かを解消している 観点から、多孔性コンクリートは拘束路盤装置に使用できる可能性
が高いことがわかってきた。しかし、拘束路盤全体にわたる圧潰強度（ crushing　 streng
th）および素材均一性の厳密な管理を求めることは極めて重要であるので、今まで知られ
ている限りでは、適切な特質と均一性を備えた多孔性コンクリートの製造は達成されてい
ないし、記載されてもこなかった。建設用の構造用コンクリートの製造は、比較的簡単な
行程段階を含んだ古い技術である。多孔性コンクリートの製造は、一般に単純な成分を含
んでいるのだが、空気混和、混練、および水和といった面の特質と影響から複雑なものに
なっており、弱すぎず強すぎずといった均質な完成品を本目的のために得ようとするなら
ば、綿密な条件指定と正確な管理をおこなわなくてはならない。強弱のある多孔性コンク
リート地帯を含む不連続部分は、例えば、減速力が車輪支持構造の強度を超えると、減速
中の機体に実際に損傷を与えかねない。そのような不均一性は、減速性能と全停止距離を
正確に予測することができないという結果ともなる。市販の多孔性コンクリートを用いた
最近のある使用可能性試験では、路盤部分をタキシングした試験データおよび負荷データ
を記録するよう装備された航空機が用いられた。製造均一性を提供しようとする手立ては
取ってはいるが、圧潰強度が過剰に高い領域とそれが過剰に低い領域との間では、試験用
の拘束路盤からのサンプルおよび航空機負荷データに著しい変化を呈した。航空機が、主
要着陸装置を損傷または破壊するような力に曝されれば、拘束システムの潜在的な利点に
ついての信頼がそこなわれるのは明らかである。
「ＪＦＫ国際空港の予備的な軟質地面拘束機設計」と題された連邦航空局向けにまとめた
１９９５年報告書には航空機拘束装置が提案されている。同報告書には、フェノールフォ
ームまたは多孔性コンクリートのいずれかの使用可能性が論述されている。フェノールフ
ォームに関しては、圧縮に伴う反発エネルギーをもたらす「弾性反発（ rebound）」特性
の不利益が記載されている。「フォームクリート」と名づけた多孔性コンクリートに関し
ては、製造において「フォームクリートの一定の密度（強度パラメータ）は維持が困難で
ある」と述べられている。一定の密度と圧縮強度をもって大量に生産できるのでれば、フ
ォームクリートは拘束機を構成するのにふさわしいであろう、と示唆されている。平板試
験が示されており、５パーセントから８０パーセントの変形範囲にわたる６０ｐｓｉと８
０ｐｓｉの均一圧縮強度値が、この技術に当時利用できる情報レベルに基づく目標として
記載されている。このように同報告書は、許容可能な特性を有するような現存する素材、
およびそのような素材の製造法のいずれもが不可能である、と述べており、また幾分仮説
に基づいて、そのような素材が利用できる場合の特質と試験について暗示している。
このようにして、拘束路盤システムが考案され、そのための種々の素材の試験が実際にい
くつかおこなわれてきたが、見積もられた速度で滑走路から出て走行する既知の寸法と重
量の航空機を安全に特定の距離内で停止させる拘束路盤システムと、これに使用する適切
な素材は、どちらも実際には製造されたことも、実現されたこともなかった。材料の量、
および、材料から所定の大きさ、重量、速度を有する機体に効果的な拘束路盤を作るよう
な形状寸法は、材料の物理的特性と、特に機体が材料を破壊したり、変形させながら路盤
を通って走行する際に機体に加わる抵抗量に直接依存する。コンピュータープログラミン
グモデルや他の技術を用いて、特定の大きさと重量の航空機のために算出した力とエネル
ギー消費に基づいて、そのような航空機に相当する着陸装置の規格を考慮して、拘束路盤
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の抵抗または減速目標を展開することもできる。しかし、そのようなモデルでは、拘束路
盤が強度、耐久性などのような特性を区画から区画、バッチからバッチまで均一に有する
材料から構成され、路盤を介して機体の負荷を支える航空機（またはその他の乗物）の部
分（例えば、滑走路をオーバーランした後、路盤を通る際の航空機の車輪）と接触する時
に予測可能なエネルギー消費量（抵抗）を伴い均一な結果を出すものと仮定しなければな
らない。
拘束路盤システムに発泡または多孔性コンクリートを用いる潜在的な利点の一つは材料そ
のものが数多くの異なった出発原料を用いて種々の異なった方法で製造できるということ
である。機体の減速に無関係な従来の用途では、コンクリートは特別の種類のセメント（
通常ポートランド）を用いて作られ、そこに水と発泡材と空気を混ぜて多孔性コンクリー
トを製造している。しかし、極めて顕著な条件があるため、そのような多孔性コンクリー
トの従来の用途と拘束路盤に使用するのに適した製品の製造とはまったく異なるものにな
る。従来の用途では一般に重量またはコスト、またはその両方の低減を目的としており、
強度は大きければ大きいほどよいが所定の最小限の強度を提供することが目的とされてい
た。従来の用途では一般に多孔性コンクリートは最大強度および最小強度両方の厳密な基
準にしたがって製造することは必要とされなかった。また、従来の用途では基本的な強度
目標が満たされるならば、材料の高度な均質性は必要とされなかった。多孔性コンクリー
トの従来の用途でも、セメントの量と種類、水 /セメント比率、発泡材の量と種類、材料
の混合方法、加工状態および硬化状態がその結果得られる多孔性コンクリートの特質に重
大な影響をおよぼすことが知られている。機体拘束路盤に適した多孔性コンクリートの製
造に必要とされる水準まで製造を精密に行う必要は従来の用途にはなかった。
このように、拘束路盤に航空機またはその他の乗物が進入する際、所望の減速を得るのに
適した素材の機械的特性に関して目標を指定することは一つの方法である。しかし、所定
の強度や均一性といった必要な特性を実際に有する多孔性コンクリート材を一貫して製造
する能力が得られたということは今までに知られていない。
当技術の重要な問題の一つは、所望の機械的特性を形状寸法全体に一貫して有する拘束路
盤全体の製造が可能になるような、低強度範囲で、許容誤差が少なく、均一に多孔性コン
クリートを製造する既成の技術が無いことである。
本発明の目的は次のような特徴と性能を一つ以上提供する新しく改善された機体拘束装置
およびその製造方法を提供することである：
・種々の用途に適した寸法のブロック形状に製造された装置、
・所定の圧縮傾斜強度特性を提供するように製造された装置、
・機体の走行を安全に拘束するのに適した特性を均一に有する装置、
・所定の特性を有する生産を繰り返し行うことが可能な方法、
・既成のパラメータ範囲に基づいた生産管理が可能な方法、および
・種々の用途に適した所定の圧縮傾斜強度を有する多孔性コンクリートの製造において高
度な水準の品質管理が可能である方法。
発明の概要
本発明によれば、乗物拘束ユニットは、乗物の車輪の走行を車輪の支持構造を破壊せずに
減速するのに効果的で弾性反発のない圧縮傾斜強度を提供するように製造された乗物拘束
ブロックからなる。このブロックは、好ましくは１２ から２２
ポンド毎立方フィート の範囲内の乾密度を有し、華氏８９度

以下の温度を有する、水とセメントのスラリーと、水と発泡材から作ら
れた泡と、養生用の型との組み合わせから製造される。養生用の型は、スラリーが元の温
度から華氏５度 から華氏１２度 までの範囲内の温
度上昇を経た後に混合したスラリーと泡の混合物を蒸発管理するとともに三次元に支持す
るようにされたものである。本発明の目的のために、乗物拘束ブロックは所定の圧縮傾斜
強度（ＣＧＳ）を有する。例えば、６０ /８０ＣＧＳはブロック厚みの１０パーセントか
ら６６パーセンまでの進入深さにわたって平均すると、約７０ｐｓｉに相当する。
また、本発明によると、移動物体を制限的に減速させるための効果的な圧縮傾斜強度を特
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徴とする拘束材の一部材部分の製造方法は、
（ａ）セメントと水のスラリーを作り、スラリーの高度なせん断攪拌を導入し、
（ｂ）スラリーが華氏５度 から華氏１２度 の範囲
内の 連温度上昇を受けて、華氏８９度 以下のスラリー温度に達
するようにし、
（ｃ）水と発泡材から泡を作り、
（ｄ）スラリーと泡を混合して多孔性コンクリートを作り、
（ｅ）多孔性コンクリートの一部分を収束材の一部材部分の形状を表す型に置き、
（ｆ）多孔性コンクリートを管理された蒸発状態のもとで養生させ、自己支持三次元形状
で１２ｐｃｆ から２２ｐｃｆ の範囲内
の乾密度を有する拘束材の一部材部分を提供することを特徴とする。
本発明をさらによく理解するとともに他のさらなる目的のために、添付の図面の参照を行
ない、また、添付の請求の範囲に、本発明の趣旨を示す。
【図面の簡単な説明】
図１Ａ，図１Ｂ，および図１Ｃはそれぞれ、乗物拘束路盤システムの平面図、縦方向およ
び横方向の横断面図である。
図２は本発明を用いた多孔性コンクリートの減速ブロックの型を示す。
図３、図４、および図５は本発明に係わる減速ブロックの他の構成を示す。
図６は本発明によって使用される、蒸発を管理する養生用の型を示す。
図７および図８は２つの異なる強度を有する多孔性コンクリートのサンプルの進入パーセ
ンテージに対する圧縮力に関する試験の結果を示す。
発明の詳細な説明
多孔性コンクリートの拘束路盤への適用にはその素材が変形抵抗において一般に均一であ
ることが必要である。なぜならば許容性能を確保するような路盤の設計、採寸、構築が可
能になるのは、減速する乗物の接触部材の表面に作用する抵抗力の予測が均一性により可
能であるからである。そのような均一性を得るためには、多孔性コンクリートを製造する
ための使用原料と加工状態とその養生状況の注意深い選択と管理を行わなくてはならない
。
多孔性コンクリートの原料は一般に、セメント、好ましくはポートランドセメント、発泡
材、および水である。比較的細かい砂やその他の原料もある状況では用いられることもあ
るが、当実施例では使用しない。
様々なコンクリートの適用例に用いら る一般的な種類の材料に加えて、本発明によると
、中空ガラスやセラミック球、またはその他の破砕可能な原料を多孔性コンクリートに埋
め込むこともできる。拘束路盤に適用される現在の好ましい種類のセメントはポートラン
ドセメントタイプ IIIである。本発明の目的のため、「多孔性コンクリート」という用語
は比較的小さな内部の泡体や空気などの流体の泡のあるコンクリートで、砂やその他の材
料を含み、また、砂やその他の材料を含まない調合物を含むコンクリートを対象にした総
称として用いられている。
多孔性コンクリート業界で知られ、用いられている数々の発泡剤は天然発泡体または合成
発泡体のどちらかに分類される。天然発泡体は一般に合成発泡体ほど速く壊れないという
意味で頑丈であると考えられている。一方、合成発泡体は一般に質的にはより均一であり
、それゆえ性能面でより予測が可能となる。どちらの種類の発泡体も用いることはできる
が、拘束路盤に適用する場合に重要なことは、できあがった多孔性コンクリートの均質性
と均一性であるので、適切な発泡特性と硬化特性を持つ合成発泡体を使用することがここ
では好ましい。
多孔性コンクリートを製造する既知の方法はたくさんある。一般に、生産工程には発泡体
コンセントレートに水を混ぜ、空気を導入して発泡させ、その結果得られた泡をセメント
スラリー、またはセメント /骨材スラリー配合物に加え、材料の密度が他の種類のコンク
リートに比べて比較的低くなるようなかなりの量の気孔や「泡体」のある均質な混合物と
なるように管理された方法で泡とセメントスラリーを完全に混合する手順が含まれる。拘
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束路盤の施工に多孔性コンクリートを用いるためには材料特性が全体的に均一であること
が必要であるため、材料を均一に発泡させ、混合し、硬化させることが極めて重要となる
。
多孔性コンクリートの好ましい製造方法は、定常状態に近似する工程、つまりできるだけ
定常状態に近付くような連続工程を用いることである。原料の圧力、混合速度、温度、お
よびその他の処理の変数（ processing parameter）をできるだけ一定に制御することによ
って、多孔性コンクリート製品の高水準な均質性が得られ、通常バッチ処理に関わる変動
を避けることができる。それにもかかわらず、バッチ操作で一度に生産される材料の量が
、その工程がどれほど長く続き、「定常状態」のような操作にどれほど近似していれば特
定の拘束路盤設備のための生産状況において実用的であるのかを示すものである。
好ましい工程としては、セメントスラリーの製作、泡の生成、そしてセメントスラリーと
気泡の混合という手順で、泡または多孔性コンクリートを製造する。気泡は発泡体コンセ
ントレート（ foam concentrate）と水を混ぜ、発泡液を作って生成される。一例として、
上記のような合成発泡材の水と発泡体コンセントレートの好ましい比率は体積で３９：１
である。次に、気泡は例えば、発泡液を調節自在な空気取り込み口を据え付けたポンプに
通すなど、空気を取り込むのに適したどのような手段を使ってでも生成できる。好ましく
は、本工程段階で生成される気泡密度は約２．２ｌｂｓ． /ｃｕ．ｆｔ．

から約２．６ｌｂｓ． /ｃｕ．ｆｔ． であろう。そして、
さらに好ましくは約２．３ｌｂｓ． /ｃｕ．ｆｔ． から約２．４ｌ
ｂｓ． /ｃｕ．ｆｔ． である。ここで用いたポンド毎立方フィート
は「ｌｂｓ． /ｃｕ．ｆｔ．」、または、「ｐｃｆ」のいずれかに略される。
本発明によれば、セメントスラリーは水とポートランドセメントタイプ IIIを混合して作
られる。水とセメントの好ましい比率は約０．５から約０．７までの範囲内で、０．５４
の比率が優れた結果をもたらすことがわかっている。セメントは最初に水と混ぜ、そして
スラリーに高度なせん断力を加えることが特に有利であることがわかっている。高せん断
力ポンプに混合物を通すことが、セメントスラリーに高度なせん断力を与える好ましい方
法である。多孔性コンクリート製造中の周囲温度は少なくとも約６５°Ｆ
であることが好ましい。ここで用いられるように、華氏は「°Ｆ」のように略される。
工程には、泡コンクリートを製造するためにセメントスラリーに発泡体を混ぜる前に、セ
メントスラリーの充分な部分的水和（ partial hydration）のための時間を含めることが
好ましいことがわかった。部分的水和時間は与えられたセメントとセメント /水の比率に
よって異なるが、例えばせん断付与装置を通って循環する際のある量のスラリーの水和は
、許容できる完成品を得るために役立つことがわかっている。水和反応でスラリーに熱が
放出されるので、一度の水和で温度は一段階上昇する。それゆえ、華氏約５度

から華氏約１２度 の 関連温度上昇を確保するには、
水とセメントを充分長く混ぜ合わせることが特に効果的であることがわかっている。好適
な実施例においては、発泡体をセメントスラリーに導入する前に、約４分の時間を使って
華氏６度 から華氏約８度 の範囲内の水和作
用に関連する温度上昇を得ている。例えば、高速ポンプに温度センサーを取付け、上記の
水和関連温度上昇（ここでは、本目的に適する水準の水和）が起こるまで、セメントスラ
リーの攪拌を再循環式に行うこともできる。そして部分的に したセメントスラリーは
、櫂形攪拌機（ paddle mixer）のような低度のせん断または比較的緩やかな攪拌環境に送
られ、そこで発泡体と混合して多孔性コンクリートが作られるのである。
泡コンクリートの水分密度は、製品に必要な均質性を得ようとする場合、極めて厳密に管
理しなくてはならない。好ましい水分密度は約１４ｌｂｓ． /ｃｕ．ｆｔ．

から約２３ｌｂｓ． /ｃｕ．ｆｔ． である。約６０ /
８０ＣＧＳの特定圧縮傾斜強度または「ＣＧＳ」（下記の定義のとおり）を得るために使
用される好ましい水分密度は約１８ｌｂｓ． /ｃｕ．ｆｔ． であ
る。
泡コンクリートは水分損失率が少なくなるような方法で養生させるべきである。好ましく
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は養生の自己乾燥作用のみが大部分の水分損失の原因となることである。これは多孔性コ
ンクリートの部材を多孔性コンクリートの上面にまで伸びるプラスチックシート材で内張
りした木製の型で成形することによって成し遂げられる。図６は本発明に係わる方法で用
いるのに適した開口木型９０の単純化した説明図である。型９０は典型的にはそれぞれ８
×４フィート（２．４４ｘ１．２２ｍ）の長さおよび幅の内法寸法と、この型を使用して
製造するブロックの特定の厚みに適する内法高さを有する。図示されているように、プラ
スチックライナー９２は、内側表面を覆い、型に導入された多孔性コンクリートの上面に
重なるひとつのまたはいくつかのカバー部分を有し、型９０内に包含されて配置されてい
る。型９０とプラスチックまたはその他の適切な素材でできたライナー９２の組み合わせ
により、本発明によって製造された拘束ブロックの養生期間中に、管理された蒸発状態を
得ることができる。好ましい養生状態には室温（華氏約７０度 ）に
近い周囲温度が含まれる。養生工程は、材料や混合物によって異なるが、通常２１日で完
成する。
拘束路盤システムの構築は中央の製造施設または路盤の設置現場で多孔性コンクリートを
製造し、そのコンクリートをシステムに望ましい形状寸法を得られるような適切な寸法の
型に流し込んで完成される。しかし、材料特性の均一性と全体的な品質管理のためには、
適切な寸法の型を用いて全体の路盤の部材を成形し、それからその部材を現場に運び、路
盤の全体的な構成を作るように設置することが好ましいということがわかっている。後者
の場合、そのような所定の寸法のブロック形状のユニットや部材は生産されて品質管理試
験が終了するまで保管することができる。それからブロックは現場に配置され、安全地帯
そのものの構築材料に応じて、アスファルト、セメントグラウト、またはその他の適切な
接着材を用いて、滑走路安全地帯に接着することができる。
いずれの場合においても、路盤そのものの主要構造のように簡単に変形しないで、主要構
造に深刻な変形損傷を与えることなく補修がおこなえるようなより強い面を提供するため
に、組み立てられた拘束路盤の各ブロックの露出面には硬質被覆材を塗布することが好ま
しい。好ましい硬質被覆材は、水分密度が幾分高い、例えば約２２ｌｂｓ． /ｃｕ．ｆｔ
． から２６ｌｂｓ． /ｃｕ．ｆｔ．
の範囲の泡コンクリートからなる。
本発明に係わる拘束ブロックの説明により大きい背景を提供するために、そのようなブロ
ックを利用して完成した拘束路盤システムの一例が図１Ａ，１Ｂ、および１Ｃに示されて
いる。図に示すように、拘束路盤は基本的に、第一圧縮傾斜強度（例えば６０ /８０ＣＧ
Ｓ）の拘束ブロックの横方向の列で組み立てられた第一ｂ部材５２と，より高度な圧縮傾
斜強度をもつ拘束ブロックの列で組み立てられた部材５４を備えている。図示される実施
例において、拘束ブロックの第一列は９インチ の厚みまたは高さを有し
、それに続く列は高さが３ /４インチ ずつ高さを増している。区画５４の
、ある連続した拘束ブロックの列では高さの増加が３インチである。高さの増加を増やす
ことと、異なるＣＧＳの組み合わせで、拘束路盤に進入する航空機を減速するための牽引
効果を増加させている。拘束路盤について、以下でさらに詳しく説明する。
図２を参照すると、本発明に係わる多孔性コンクリートで作られた乗物拘束または減速ブ
ロック７０の例が図示されている。ブロック７０は滑走路の末端をオーバーランする航空
機の走行を拘束するために空港の滑走路の末端に設置された乗物拘束路盤や、トラックま
たはその他の車両を停止させる同種の設備などの施工に適している。その他の施工用途で
は、様々な寸法と構成の多孔性コンクリートのブロックや他のユニットが、各種の移動発
射体やその他の物体の動きを拘束するために使用できる。
図２に示すように、乗物機体拘束ブロック７０は一般に減速させる乗物の車体クリアラン
スよりも小ない高さまたは厚み７２を有する。ブロック７０は減速しようとする航空機の
ような乗物の通り道に、その胴体と直接接触せずに航空機の着陸装置（例えば、車輪）に
干渉するように配置される。大小様々な航空機への使用が目的である上記のものの他に、
大型航空機に対する所望の減速能力が必要なため小型航空機の胴体クリアランスを確保で
きない場合がある。本発明によると、ブロック７０は車輪の走行を減速または緩速するの
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に効果的な非弾性反発圧縮傾斜強度を提供するように作られている。重要ではあるが二次
的な目的としては、可能であれば、航空機の前車輪支持構造を破損せずに減速を成し遂げ
るということである。これらの目的を達成するために、ブロック７０は１２

から２２ポンド毎立方フット（ｐｃｆ） の範囲の乾
燥密度を有するコンクリートの、早期養生され自立構造で立つブロックからなっている。
図１Ａ、１Ｂ、および１Ｃに示す典型的な航空機拘束路盤の組み立てに使用するには、多
孔性コンクリートブロックは図２に示す、均一の幅７４（公称４フィート
）、長さ７６（公称８フィート ）、厚み７２（一般に９
から３０インチ ）の形状に形成し、その厚み７２は、引き止める力を増
大するように変化させることができるように前後にテーパ状となった路盤構造の厚さ増加
を変える（一般に３ /４ から３インチ ）。
図２に示すように、拘束ブロック７０はブロックの取り扱いや配設が容易におこなえるよ
うに構成された二つの横溝７８および８０を備えている。当実施例では、長さ４フィート

でそれぞれ高さ約１．５インチ 、幅４インチ
の長方形の開口を有する２個のプラスチックスリーブを多孔性コンクリートスラリー

を型に導入する前に養生用の型の内側底面に配置する。本実施例において、このスリーブ
はこのようにブロックの中に成形され、養生完了後、ブロックが型から取り外される時に
出来上がった拘束ブロックの底に埋め込まれたままの状態になっている。プラスチックス
リーブは安価な構造で、多孔性コンクリートの型への導入中および型内での養生中に崩壊
しない程度の強度を必要とするだけである。養生すると、出来上がった拘束ブロック７０
は構造的にブロックの中に成形された２個の横方向スロット７８および８０を備える。４
×８フィート ×厚み８インチ の寸法を有する
比較的軽量の多孔性コンクリートブロックがそのブロックの取り扱い、移動、および設置
に関する限り、比較的もろい構造であるということがわかるであろう。つまり、必要な注
意を払わずにブロックを持ち上げると、ブロックがひび割れたり破 る場合がよくある
。本発明によると、ブロックはすぐに動かして拘束路盤に設置できるが、破損の問題は大
幅に減少している。スロット７８、８０はそれぞれ、一般に各端からブロックの長さの約
６分の１のところに配置されている。そして、スロット７８および８０に挿入できるよう
な近似の寸法と間隔の、二つの突起部分を有するフォークリフト型の車両または装置を使
ってブロックを場所から場所へ持ち上げ、移動させ、運ぶことができる。型にある隆起部
を使うなどその他のいろいろな組み合わせを用いて、スロット７８、８０と同等の適切な
スロットを作ってもよい。
さらに詳しく言えば、ブロック７０は以下の物の組み合わせから作られる多孔性コンクリ
ートからなる：
・一般に０．５：１から０．６：１までの範囲の水とセメントのスラリー、
・一般に２．２ から２．６ｐｃｆ の範囲の
密度を有する水と発泡材から作られた気泡、および
・１４ から２３ｐｃｆ の範囲の水分密
度を有するスラリーと泡の混合物を蒸発を制御するとともに三次元的に支持するように用
意された養生用の型。
このような組み合わせは少なくともその厚みの６０パーセントにわたって４０から１４０
ｐｓｉの範囲の連続的な圧縮傾斜強度を有する多孔性コンクリートの拘束ブロックを作る
上で効果的である。具体的なブロックの特定の圧縮傾斜強度は、具体的な用途に適するよ
うに、上記の範囲内の特定のパラメータをさらに詳細に指定して、さらに狭い範囲内で選
択したり、指定してもよい。
具体的な用途のための特定の連続的な圧縮傾斜強度とブロックを構成する気泡コンクリー
ト全体のこのような強度の高度な水準の均一性を有する乗物拘束ブロックの製造を可能に
するためには、減速ブロック、さらに詳しくは乗物拘束ブロックは以下の仕様に合う材料
から形成されることが望ましい。水とセメントのスラリーは高度なせん断攪拌を施され、
泡が添加されるまでに、華氏（Ｆ）５度 から１２度
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（１９２．４
ｋｇ／ｍ 3） （３５２．７ｋｇ／ｍ 3）

（１．２２ｍ）
（２．４４ｍ） （２２．９ｃｍ）

（７６．２ｃｍ）

（１．９ｃｍ） （７．６ｃｍ）

（１．２２ｍ） （３．８ｃｍ） （１０．２ｃ
ｍ）

（１．２２ｘ２．４４ｍ） （２０．３ｃｍ）

損す

（３５．３ｋｇ／ｍ 3） （４１．７ｋｇ／ｍ 3）

（２２４．５ｋｇ／ｍ 3） （３６８．８ｋｇ／ｍ 3）

（摂氏－１５度） （摂氏－１１．１度



の範囲の 関連温度上昇を受け華氏８９度 以下の温度に到達する
。好適な方法では、華氏６度 から８度 の範囲
の 関連温度上昇は華氏８７度 以下の最高の添加前温度に到達する
ために使用する。
図３、４、および５には、本発明による拘束路盤システムに使用可能な多孔性コンクリー
トブロックの具体的な実施例が示されている。図３のブロックは、所望のＣＧＳを有する
多孔性コンクリートの上部１００と、特にブロックの運搬、設置時に強度を加えるための
、強度の大きい多孔性コンクリートまたはその他の素材でできた薄い下部層１０２を備え
た混合ブロックである。図４には、適切な繊維、金属、またはその他の素材でできた強化
グリッド状に示された補強部材を下部内に備える多孔性コンクリート製ブロック１０４が
示されている。他の実施例では、線材、棒材、またはその他の適切な素材を用いてもよい
。図６にはその内部に他の素材でできた破砕可能な小片や成形品を含んだ多孔性コンクリ
ート製ブロック１０８が示されている。幾分理想化した形で示されているが、このような
材料は以下の一つまたはそれ以上から成っている：圧縮可能な素材の規則的または不規則
な小片、ガラスまたはセラミックの球体、任意の素材と形の中空品、またはその他の適切
な小片。これらのブロック構造は乗物拘束ブロックに埋め込むように単体を成形型または
湿った多孔性コンクリートに入れて作ることができる。ブロックに添加する単体や材料は
一般に地面に隣接したブロックの底面近くに配置したり（図３および４）全体に行き渡ら
せる（図５）と良いだろう。このような単体または材料、またはその両方は乗物またはそ
の他の物体の減速に小さな影響を及ぼすので、ＣＧＳを決定する上で考慮される。
従来技術では、例えば、発泡素材で作られた航空機拘束路盤の潜在的な利点は認められて
いたものの、多孔性コンクリートの適切な処方がなかった。それゆえ、多孔性コンクリー
トは軽量で少なくとも素材の破損や破壊が起こらない程度の最小限の強度を必要とする各
種の用途に利用されていたが、強度の均一性と狭い予測可能な範囲内および厚みの範囲に
わたる連続的な圧縮傾斜強度という特性は必要とされなかったし、また得ることもできな
かった。
本発明によれば、移動物体を破壊せずにその動きを拘束するのに効果的な圧縮傾斜強度を
特徴とする拘束材料の部材部分を製造する方法は以下の工程を備える：（ａ）セメントと
水のスラリーを作り、スラリーを強力流に射出し、高度なせん断攪拌を行い、
（ｂ）最終スラリー温度華氏８９度 を超えずに、スラリーが華氏５度

から１２度 の範囲にわたる 関連温度上昇を受
けるようにし、
（ｃ）水と発泡材から、２．２ から２．６ｐｃｆ

までの範囲の密度を有する泡を作り、
（ｄ）スラリーと泡を混合して多孔性コンクリートを作り、
（ｅ）このような多孔性コンクリートの一部分を所望の部材部分の三次元の形状を表す型
に置き、そして
（ｆ）管理された蒸発状態で多孔性コンクリートを養生させ、自立三次元形状の１２

から２２ｐｃｆ の範囲の乾燥密度を有する
拘束材の部材部分を作る。
得られた結果に基づいて微調整できる関連パラメータを調節して、航空機拘束路盤システ
ムとその他の用途に適した均一性と圧縮傾斜強度を有する多孔性コンクリート拘束ブロッ
クおよび他の形の減速ブロックを得ることができる。一般に、４０から１４０ｐｓｉの範
囲内の圧縮傾斜強度がこのような用途には適している。本発明によると、１０

から２５ｐｃｆ の乾燥密度を有するように作られ
た多孔性コンクリートがこのような用途に適しているということがわかっている。
「圧縮傾斜強度」あるいは「ＣＧＳ」の定義
用語「圧縮強度」（ＣＧＳではない）は通常、標準化された試料の表面に垂直に加えられ
ると試料を破壊してしまう力の大きさ（従来、平方インチあたりのポンドで測定される）
を意味すると理解されている。最も一般的な試験方法では、実験装置、試料作成手順、試
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） 水和 （摂氏３１．７度）
（摂氏－１４．４度） （摂氏－１３．３度）

水和 （摂氏３０．６度）

（摂氏３１．７度）
（摂氏－１５度） （摂氏－１１．１度） 水和

（３５．３ｋｇ／ｍ 3） （４１．７ｋｇ
／ｍ 3）

（１
９２．４ｋｇ／ｍ 3） （３５２．７ｋｇ／ｍ 3）

（１６０．
３ｋｇ／ｍ 3） （４００．８ｋｇ／ｍ 3）



験試料要件（寸法、成形、養生要件を含む）負荷率および記録保持要件を特定している。
一例として、ＡＳＴＭＣ４９５－８６「軽量絶縁コンクリートの圧縮強度に対する標準的
方法」がある。このような従来の実験方法は、予測される負荷条件下での構造的な完全性
の維持（すなわち、少なくとも最低強度を有する）が要求される構造を設計する際には有
用であるが、拘束路盤システムの目的は予測可能な特定の方法で破壊することであり、そ
れにより乗物が多孔性コンクリートを変形する際に、管理された予測可能な抵抗力（すな
わち、固有の圧縮傾斜強度）を提供することができる。そのため、このような従来の試験
は、圧縮破壊中の強度ではなく破壊点に達するまでの強度を測定することに焦点を当てて
いる。簡単に言うと、どの位の力が多孔性コンクリート材料試料を粉砕するかは、乗物が
拘束路盤システムを通過することによりどの位の抗力あるいは減速を経験することになる
のかという重要な問いには応答していない。従来技術にあるように、「一時」破壊応力に
対して、本件においては、試料の一部が元の厚さの約２０パーセントまで継続的に圧縮さ
れる際の連続圧縮破壊モードを試験で求めなければならない。本件において適切なこのよ
うな連続試験に適した装置及び方法は、以前には通常利用可能でなかった。
多孔性コンクリートの材料や処理には変化幅の幅の広い変数があり、試験用拘束路盤構築
の規模及び費用からすれば、抗力量を予測するために正確な実験情報が利用でき、拘束路
盤システムにおいて利用される際に、特定の多様性を持つ多孔性コンクリートが所定の方
法で処理養生されて供給されることが不可欠である。単純な一度だけの「圧縮強度」に代
わって、サンプルの連続圧縮破壊中に生じる抗力測定に関するデータ結果に焦点を当てる
ような新しい試験方法を開発することにより、適切な多孔性コンクリート素材と処理変化
の信頼できる試験および確認を可能にする新しい試験方法および装置が開発された。
その結果、多孔性コンクリートを元の厚さの２０パーセントにまで押し潰すために必要な
圧縮力は、進入の深さによって変化するということが測定された。この特性を本発明者は
「圧縮傾斜強度」あるいは「ＣＧＳ」と呼んでいるが、航空機を安全に減速させるための
周知の減速特性を有する多孔性コンクリート乗物拘束路盤を構築するためには、正確に規
定されなければならない。したがって、進入型試験方法は、サンプルを破壊するような力
を加えることにより測定されるのではなく、むしろ特定の圧縮接面を有する試験プローブ
ヘッドが一塊の多孔性コンクリートを移動することで発生する抗力に関するデータを連続
的に提供しており、拘束路盤使用における多孔性コンクリートを配合使用するために必要
なデータを得る鍵となる。このように測定され、ＣＧＳは進入深さに伴う範囲を通じて変
化し、従来の試験におけるような簡単な単一の破壊値ではなく、むしろ傾斜した値（進入
範囲を通じての平均ＣＧＳが７０ｐｓｉの６０ /８０ＣＧＳのようなもの）となる。
本件において、用語「圧縮傾斜強度」（あるいは「ＣＧＳ」）は、表面から連続した内部
進入深さまでの多孔性コンクリート部材の圧縮強度に関して使用され、その侵入深さは一
般的には同部材の厚さの６６パーセントである。定義の通り、ＣＧＳは標準ＡＳＴＭ試験
方法により測定された圧縮強度には対応するものではない。
図７は、図１の部材５２から得たブロックを代表する多孔性コンクリートサンプルのＣＧ
Ｓ特性を、テストで測定された通りに図示している。図７において、下部目盛りは、サン
プルの厚さまたは高さを十分の一単位で表わし、テストプローブの進入割合を示している
。垂直目盛りは、平方インチあたりのポンド単位（ｐｓｉ）で表わされるテストプローブ
の圧縮力を示している。基本的に大切なテストデータは、一般には標本厚さの１０ないし
６６パーセントの進入範囲内にある。この範囲外のデータは信頼性が低くなり、約７０パ
ーセントを超える進入を生む破砕材料ビルドアップ効果を伴う。
図７に図示されるように、多孔性コンクリートの破損強度は、進入の深さとともに増す圧
縮に対する抵抗力の勾配を示している。図７の点ＡとＢを通る線は平均化した６０／８０
ＣＧＳ、すなわち、１０から６６パーセント進入範囲にわたるおよそ６０ｐｓｉから８０
ｐｓｉまで変化する圧縮強度により特徴付けられるＣＧＳを表す。したがって、この範囲
の平均は、公称として（ｎｏｍｉｎａｌｌｙ）中間点Ｃの７０ｐｓｉに等しい。線Ｄおよ
びＥは品質管理限界を表わし、線Ｆは多孔性コンクリートの特定テストサンプルを対象と
して記録された実際のテストデータを表わしている。この例では、テストサンプルは、１
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０ないし６６パーセントに渡る進入範囲のそのテストデータが品質管理限界線ＤおよびＥ
の間に留まっており、許容誤差内で製造された拘束ブロックを示している。図８は、減速
ブロックのＣＧＳ特性に近似した図であって、選択された進入深さ（例えば、１０から６
６パーセント進入範囲）を平均化した時の公称として９０ｐｓｉと等しい８０／１００Ｃ
ＧＳを有している。本件においては、「公称として（ｎｏｍｉｎａｌ）」または「公称的
に（ｎｏｍｉｎａｌｌｙ）」は、所定の値や関係のプラスマイナス約１５パーセント以内
の値や関係に関するものとする。
ＣＧＳの測定に適した試験方法と装置は、共通の譲受人を有する、本件と同時に出願され
た出願番号第０８／７９６，９６８に開示され、参考文献としてここに取り込まれている
。
図１Ａ，１Ｂ，および１Ｃの拘束路盤
図１（図１Ａ、１Ｂ、および１Ｃを一括して含む）を参照すると、上記のような拘束ユニ
ットを使用した乗物拘束路盤システムの実施例が示されている。基本的には、図１のシス
テムは、空港の滑走路の末端に設置する目的で、２つの異なる圧縮傾斜強度と種々の異な
る厚みを有する多孔性コンクリートのプレキャストブロックから構成されている。このシ
ステムを支持する内層面５０は比較的平らで、滑らかで、水平で（水はけ条件に合う勾配
を有することが前提である）、滑走路から出る航空機を支えることが可能でなくてはなら
ない。内層面５０は良好な状態でなくてはならず、拘束路盤システムの設置、接着をおこ
なうために満足のいくように清浄にしなくてはならない。縦方向の詳細を示すために、図
１Ｂおよび１Ｃの垂直方向の寸法は図１Ａの寸法に対して拡大してある（例えば、図１Ａ
の路盤の幅は一般に１５０フィート であるが、図１Ｂおよび１Ｃの最大の
厚みは一般に３０インチ ほどである）。また、ブロックの寸法などのよ
うないくつかの寸法は、図をわかりやすくするために実際のものと異なっている（例えば
、一般の拘束路盤に実際に含まれる何千ものブロックは示していない）。
図示の通り、図１の乗物拘束路盤システムは第１ＣＧＳと第１乾燥密度を有するブロック
の集合体からなる第１部材５２と、第２ＣＧＳと第２乾燥密度を有するブロックの集合体
からなる第２部材５４を備える。図１Ｂの側断面図に示すように、部材５２および５４は
部分的に重なり（部材５２ /５４と考えられる部分において）、暗線が部材５２のブロッ
クと部材５４のブロックが移行領域で重なる接合部を表している。特定の実施例において
は、部材５２／５４のブロックが実際に混合ブロックであってもよい（つまり、第１ＣＧ
Ｓを有する５２部分と第２ＣＧＳを有する５４部分を備える単独のブロックである）。別
の実施例では、異なるＣＧＳを有する別個のブロックが５２ /５４部材として重ねられて
もよい。
さらに詳しく言えば、図１に示す種類の乗物拘束路盤システムは、１３

から１８．５ポンド毎立方フット（ｐｃｆ） の範囲の第
一乾燥密度を有する多孔性コンクリート製のブロックの第１横列を少なくとも備えている
。第１列５２ａのブロックはそれぞれ第１の高さを有し、圧縮高さ（例えば、一般には元
の厚みの約８０パーセント）まで垂直に圧縮可能であるように作られている。このような
ブロックは図７に表すような６０ /８０ＣＧＳを示すように作られている。図１Ａおよび
図１Ｂに示すように、第１部材５２は、５２ａ列のブロックと同様の基本特性を有する、
多孔性コンクリートから作られた列５２ｂから５２ｎとして示すさらなる複数の横列を備
えるが、いくつかの特性は、増大高低差分だけ列と列の間で異なる。また、重合部材５２
/５４を参照しながら説明すると、列５２ｎのようなブロック列は、混合ブロックまたは
積み重ねブロックにおいて、列５４ｄのブロックに重なる。本実施例では厚みにおける連
続的な３ /４インチ ずつの変化は部材５２で徐々に乗物拘束能力を得るよ
うなテーパ状のまたは傾斜するような特性を与えるために用いられた。この特定の設計に
おいては、厚みにおける同様の３インチ の変化が区画５４で用いられてい
る。
図示の種類の拘束路盤システムはまた、部材５２のブロックと同じ範囲でより高い水準の
第２乾燥密度を有する多孔性コンクリート製のブロックの横列５４ｇを少なくとも一つ備
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えている。図示のように、横列５４ｇは第１横列５２ａと平行にまたその後方に配置され
ている。列５４ｇの後には今度は増大高さが増えた横列５４ｈが続く。部材５４のブロッ
クは、部材５２のブロックのＣＧＳよりも大きくなるように一般に指定している第２の圧
縮傾斜強度にしたがって垂直方向に圧縮可能に作られている。これらのブロックは図８に
示すような８０ /１００ＣＧＳ特性と１６ から２１．５ｐｃｆ

の範囲の乾燥密度を示すように作られている。図示された実施例
において、部材５４のブロックの第１列５４ａは第２ＣＧＳの単層または積層を備えてい
る。それに続く部材５４の列は第２ＣＧＳ物質の厚みが徐々に増え、ついに部材５４のブ
ロックは部材５２を超えて拘束路盤全体の高さに達する。それに続く部材５４の列は、最
後列５４ｎまで続く同じ厚さの列からなる後部の同じ高さの部分の最高の高さに達するま
で、厚みが３インチ ずつ増大変化する。列５４ｎのような高さが高くなっ
た列は、作成、取り扱いおよび現場への持ち運びを考慮して、厚みの薄いブロックを２、
３個重ねたり、または単一の比較的厚いブロックを用いて作ってもよい。
図に示されるように、図１のシステムは、さらに、第１横列５２ａの乗物入口正面の向か
いに配置される傾斜した進入ランプ５６を備える。そのランプはアスファルトミックスま
たはその他の不揮発性素材で作られるが、列５２ａのブロックに近い高さまで徐々に高く
なって、一般に列５２ａのブロックの圧縮高さよりも高い。特定の実施例では、推測１．
８インチ の最小圧縮高さを有する９インチ のブロックの
隣に３インチ の高さのランプが用いられた。したがって、進入ランプ５６
は一般の滑走路レベル以上に航空機を引き上げるのに効果的で、その結果航空機は車輪が
ランプ５６を離れて列５２ａのブロックを圧縮し始める際に比較的スムーズに拘束路盤に
進入することができる。また、図１のシステムは、多孔性コンクリートの比較的薄い保護
層の形の硬質被覆層６２を備え、部材５２と５４の両方のブロックを覆っている（図１Ｂ
の最上境界線によって示されている）。
好適な実施例では、硬質被覆層６２はより高度な乾燥密度（例えば、拘束路盤上を歩いて
いる人を支えるのに十分なほど）を有する多孔性コンクリートの比較的薄い層からなり、
耐候性塗料または同様の被覆が施されていてもよい。部材５２と５４のすべてのブロック
を配置し適切に支持面５０に接着した後に、拘束路盤の上を覆うように硬質被覆層６２を
置く。
図示されているように、拘束路盤システムには、破片遮蔽板５８および保全車両進入ラン
プ６０も付いている。遮蔽板５８はジェット排気ガスによって吹き出される粒子などを偏
向させるが、航空機のタイヤになびく程度の比較的軽量のアルミニウムシート素材で作る
ことができる。ランプ６０は空港の消防車や救援車両が、拘束路盤の範囲内に停止した航
空機の乗客の救護のために拘束路盤に登れるように均整をとって構成されている。ランプ
６０は適切な強度の多孔性コンクリートまたはその他の適切な素材で構成できる。
種々のタイプの航空機の走行を拘束するために適切である、典型的な拘束路盤設備では、
部材５２のブロックは一般に３／４インチ ずつ増大変化する８インチ

から２４インチ までの厚みを有し、上記のように、進入深
さにわたって平均７０ｐｓｉの６０／８０ＣＧＳを提供する。部材５４のブロックは、同
様に３／４インチ ずつ増大変化する８インチ から２４イ
ンチ までの厚みを有し、進入深さにわたって平均９０ｐｓｉの８０／１
００ＣＧＳを提供する。ブロックの製作では、部材５２のブロックは、約１４

から２３ｐｃｆ の範囲の下位の水分密度を有する
多孔性コンクリートから作り、部材５４のブロックは同範囲の上位の水分密度を有する多
孔性コンクリートから作られる。部材５２／５４の混合ブロックは、同様に６０／８０Ｃ
ＧＳの素材の部分と８０／１００ＣＧＳの素材の部分とからなる。全体として、部材５２
および５４は全長４００フィート 、幅１５０フィート 、
前端厚み９インチ 、後端厚み３０インチ である。本発
明のいかなる実施についても、得られる性能は、特定の現場特有の実施目的に合うように
指定し製作した素材と拘束システムの特徴によって決まるということが認識されるであろ
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う。どのような具体的な実施目的のための素材やシステムに関連するパラメータも本目的
の範囲外であり、具体的な数値は予想されるパラメータ程度の一般的な例として論ずるだ
けである。多孔性コンクリートの拘束路盤システムの性質は上記のようなものであるため
その構築には比較的時間がかかり、費用もかかる。それゆえ、このシステムを設計するた
めに利用する方法や情報が確実で実際の使用状態の性能と相関し、それを予測できること
が重要である。本発明は航空機拘束システムや自動車道路、レース道路などの用途に適し
た乗物拘束ブロックの作製を可能にすると共に、様々な他の物体の減速目的や用途に適す
る他の形の減速ブロックの製作を可能にする。本発明の現在の好適な実施例を述べてきた
が、当業者ならば、本発明から逸脱せずに他のさらなる改造ができることに気づくであろ
う、そこで、本発明の範囲内のすべての改造および変更にたいして権利を請求する。 10
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【 図 １ Ｃ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】
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【 図 ８ 】
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